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医療法人の附帯業務の拡大について 

 

 

医療法人の附帯業務については、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４２条の

規定により、医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に

支障のない限り、定款又は寄附行為（以下「定款等」という。）の定めるところによ

り、同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができることとされ、医療法人

の附帯業務の具体的な内容については、「医療法人の附帯業務について」（平成１９年

３月３０日付け医政発第０３３００５３号。以下「通知」という。）の別表に取りま

とめられているところである。 

医療法人に関しては、「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）において、

医療の国際展開に関連して「財務状況の健全性など一定の要件を満たす医療法人が、

現地法人に出資可能であることを明確化する」とされ、また、「日本再興戦略」、「健

康医療戦略」（平成２５年６月１４日内閣官房長官等申合せ）において、「健康増進・

予防（医療機関からの指示を受けて運動・食事指導を行うサービス、簡易な検査を行

うサービスなど）や生活支援（医療と連携した配食サービスを提供する仕組みづくり

等）を担う市場・産業を戦略分野として創出・育成する」とされたこと等を踏まえ、

通知の別表の一部を改正し、本日から適用することとした。 

貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事項について、御了知の上、貴管内

の医療法人等に対する周知方お願いする。 

 

 

記 

 

第１ 改正の内容 

  通知の別表の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。 

 

第２ 留意事項 

  新たに追加された業務を医療法人が行う場合にあっては、定款等の変更が必要



 

 

 

であるが、定款等の変更の申請の際には、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令

第５０号）第３２条第３項に規定する書類を申請書に添付すること。 



 

○「医療法人の附帯業務について」（平成１９年３月３０日医政発第０３３００５３号）（抄） 

                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（別表） 

第６号 保健衛生に関する業務 

・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てを

いうのではなく、次のⅠ、Ⅱに記載される業務であること。 

 

Ⅰ．直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業

務であること。 

①～⑲ （略） 

⑳ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が

必要と認める患者であって、 

・ 当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者

若しくは通院している者、 

・ 又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ス

テーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者 

に対して、当該医療法人が配食を行うもの 

※ なお、例えば３年前に入院して現在は受診していないような者

は対象外となること。 

 

Ⅱ．国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に

資する以下の業務であること。 

㉑ 海外における医療施設の運営に関する業務 

 ※ 当該業務を実施するに当たり必要な現地法人への出資も可能と

すること。その際、出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内

とする。 

※ 具体的な運用に当たっては、「医療法人の国際展開に関する業務

について」（平成２６年医政発０３１９第５号厚生労働省医政局

長通知）を参照すること。 

（別表） 

第６号 保健衛生に関する業務 

・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てを

いうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行わ

れる以下の業務であること。 

  

 

①～⑲（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

（別添） 
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